
届出

法附則第3条

届出

法第19条

評価・説明

法第27条
手続きなし

増築部分の

開放部分を除く床面積が

300㎡以上である

適合性判定

法第12条

増築部分が

既存部分より大きい

既存部分は

H29.4.1以降竣工である

増築部分の

開放部分を除く床面積が

10㎡超300㎡未満である

増築部分の非住宅部分の

開放部分を除く床面積が

300㎡以上である

適合性判定

法第12条

届出

法第19条

評価・説明

法第27条
手続きなし

開放部分を除く床面積が

10㎡超300㎡未満である

非住宅部分の

開放部分を除く床面積が

300㎡以上である

開放部分を除く床面積が

300㎡以上である

※開放部分とは、床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が1/20以上を有する空間を指します。
（令第４条）

※建築確認を要しない地域（都市計画区域外など）に建築する場合でも、適合義務制度や届出義務制度、説明義務
制度の対象となる。

増築時新築時
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